
Q3 私は、市・県民税の申告が必要でしょうか？
A3 詳しくは次の内容をご確認ください。市・県民税のみの申告が必要な方

でも、市の会場に必ず来ていただく必要はありません。無理をなさらず、
税務課にご相談ください。

Q4 市の会場に、何を持って行けばいいですか？
A4 ご持参いただくものは次のとおりです。

申告内容を決め、来場前にチェックリストでご確認ください。

【注意】「扶養控除」・「ひとり親控除」について
おひとりを、複数の方の控除の対象にすることはできません。
　（例：息子A（17歳）を、両親それぞれが扶養控除の対象者として勤め先に申請し、年末調整実施）
関係者間で話し合ったのちに、修正のための申告をお願いします。

【参考】フローチャートで確認してみましょう　※主に公的年金を受給している場合の一例

【参考】よくある来場のお悩み　※市・県民税の申告のための来場関係

eLTAX=地方税ポータルシステム↑
↑eLTAX
特設ページ

必須条件に加えてチェックが1つ以上ある方は、市・県民税の申告対象者です。
□ 【必須条件】 令和8年1月1日現在、さぬき市内に住所がある。
□ R7年中に、給与や公的年金以外の所得（農業・営業など）がある。
□ 複数の勤め先から給与を受けている。
□ 控除（医療費控除など）を追加したい。

ただし、次のいずれかに該当する場合は、市・県民税のみの申告は不要です。
□ 確定申告（R7年所得分）をする。
□ 公的年金または給与所得のみで、控除の変更がない。
□ 複数の勤め先から給与を受けていたが、すべての源泉徴収票が市に届いている。

（税務課窓口で確認可・要本人確認）

④ 本人名義の金融機関の口座番号がわかるもの
※確定申告（還付申告）をされる方のみ。

Q1 ご無理のない範囲でお越しください。
来場されなかった場合、国民健康保険税の担当が、必要に応じて5月頃
に簡易申告書を郵送します。届いたら、氏名等を記入し返送ください。

A1 

自宅から申告できます。
【方法①】市HPから「市民税・県民税申告書」または「簡易申告書」を

ダウンロード→申告内容を記入→申告書と必要書類を税務
課に提出（締切：3月16日。郵送または持参）

【方法②】「eLTAX（エルタックス）」で電子申告
申告方法は、eLTAX特設ページからご確認ください。

A3 

来場せず、控除証明書の受け取り後に税務課にお電話くださ
い。その際に、申告方法をご説明します。

A2 

収入は遺族年金のみですが、国
民健康保険に加入しています。
来場しないといけませんか？

地震保険料控除を追加したいの
ですが証明書をなくしました。再
発行分は3/16以降に届きます。

Q2 

体調が悪くて来場できません。
自宅から申告
できますか？

Q3 

公的年金
（国民年金、
厚生年金など）
の収入が

400万円以下だ

公的年金以外の所得
（給与、農業、漁業、
不動産収入など）がある

公的年金以外
の所得が

20万円を超える

確定申告が必要

確定申告が必要

申告不要

市・県民税の申告が必要
※申告しても住民税の税額が変わらない
　場合があります

医療費、生命保険料など、
控除を追加したい

はい はい はい

いいえ
いいえ

いいえ いいえ

はい

※2月16日以降は個人住民税担当者が相談会場に入るため、回答が遅れる場合が
あります。お早めにお問い合わせください。

【市・県民税申告納税相談に関する質問・相談】
税務課　☎（087）894-1118

早
め
に

電
話
し
よ
う
！

③ 個人番号・身元確認ができるもの
□ マイナンバーカード　※身元確認書類不要
□ 番号確認書類（通知カードなど） ＋ 身元確認書類（運転免許証など） いずれか

① 所得の計算に必要な書類
□ 源泉徴収票

□ 事業収支

□ 収入証明書

支払者から受け取ったものすべて。源泉徴収税額の欄があれば、給与、公的年金、支払
調書などの種類にかかわらず、すべてご持参ください。
事業（農業・漁業・営業等）の収入と経費が分かるもの（例：JAの集計表、各種領収書）。
できる限り、収支を一覧表にしてご持参ください。
収入を証明する書類をすべてご持参ください（例：生命保険の満期保険金支払明細書）。

② 控除の確認に必要な書類

医療費控除を申告する場合は、医療費控除の明細書と根拠資料（領収書や医
療費通知）をご持参ください。
【根拠資料のみ持参の場合】会場待合室で医療費控除の明細書を自作（手書
き）いただいた後、申告を受け付けます。医療費通知を使わない場合は特に、
領収書の仕分け集計に時間がかかる場合がありますので、作成例を参考に
ご自宅で明細書を作り、ご持参ください。
Q．
A.
医療費控除の明細書とは？
令和7年中に支払った医療費を、人（受診者）・病院・薬局などに分けて集計した
一覧表のこと（様式任意・手書き可）

□ 医療費控除の明細書
※医療費を、控除基準額
より多く支払い、控除
の対象となった場合で
も、市・県民税の税額
に影響しない場合が
あります。

要注意！

医療費支払者　さぬき太郎　合計15万円
　（内訳）①医療費通知分　計2万円
　　　　①以外　②さぬき太郎：A病院4万円、B病院1万円　計5万円
　　　　　　　　③さぬき花子：A病院4万円、D薬局4万円　計8万円

作
成
例

控除したいものに関する支払額がわかる証明書をすべてご持参ください。
（証明書例）
□ 生命保険料　　　□ 個人年金保険料
□ 地震保険料　　　□ ふるさと納税・寄付金

【注意】「ふるさと納税ワンストップ特例」を申請済みの方へ
申告をすると、ワンストップ特例がなかったものとみなされます。
ふるさと納税領収書をすべてご持参ください。

障害者控除を申告する場合は、障害の内容・等級を証明するものをご持参く
ださい。（例：障害者手帳、療育手帳）

□ 支払額証明書
　（控除証明書）

□ 障害を証するもの

※簡易申告書=「市・県民税、国民健康保険税簡易申告書」の略
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